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『
穆
天
子
伝
』
の
後
代
性
に
つ
い
て

井

上

了

問
題
の
所
在

『
隋
書
』
経
籍
志
の
史
部
起
居
注
類
に
『
穆
天
子
伝
』
六
巻
が
見
え
、
自
注
に
「
汲

冢
書
、
郭
璞
注
。
」
と
あ
る
。
隋
志
は
ま
た
「
晋
時
又
得
汲
冢
書
、
有
『
穆
天
子
伝
』
、

体
裁
与
今
起
居
正
同
。
蓋
周
時
内
史
所
記
王
命
之
副
也
。」
と
述
べ
て
お
り
、
た
と
え
ば

小
川
琢
治
は
『
穆
天
子
伝
』
を
「
汲
郡
出
土
の
古
簡
の
中
で
完
全
に
保
存
さ
れ
た
唯
一

の
文
献
」
と
す
る
の
だ
が
、
小
川
は
さ
ら
に
「
周
の
史
官
が
晋
に
奔
る
に
当
り
携
へ
た

文
献
中
本
書
が
特
に
重
要
視
さ
れ
、
又
た
従
つ
て
終
に
汲
郡
魏
王
の
冢
中
に
蔵
め
ら
れ

た
」
と
想
定
し
、『
穆
天
子
伝
』
を
「
周
初
の
地
理
資
料
」
つ
ま
り
周
穆
王
の
起
居
注
そ

の
も
の
と
見
な
す
（
注
１
）
。

現
代
で
は
『
穆
天
子
伝
』
を
西
周
期
の
文
献
だ
と
認
め
る
者
こ
そ
少
な
い
が
（
注
２
）
、

こ
れ
を
西
晋
期
に
出
土
し
た
戦
国
簡
と
す
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
お
り
（
注
３
）
、

な
ら
ば
こ
れ
は
焚
書
以
前
に
埋
蔵
さ
れ
た
、
秦
漢
の
改
変
を
経
て
い
な
い
貴
重
な
資
料

と
な
る
。
さ
ら
に
最
近
、
従
来
は
『
穆
天
子
伝
』
の
み
に
見
え
た
穆
王
の
臣
「
畢
矩
」・

「
井
利
」・
「
毛
班
」
が
清
華
簡
『
祭
公
之
顧
命
』
に
見
え
た
こ
と
か
ら
、『
穆
天
子
伝
』

を
出
土
資
料
と
対
照
で
き
る
文
献
と
し
て
再
評
価
す
る
動
き
も
あ
る
（
注
４
）
。

だ
が
『
穆
天
子
伝
』
に
は
秦
漢
以
降
の
語
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
戦
国
期
の
文

献
だ
と
も
認
め
が
た
い
。
以
下
で
は
、『
穆
天
子
伝
』
に
見
え
る
用
語
の
い
く
つ
か
を
確

認
し
、
こ
の
文
献
の
性
質
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
い
。

『
穆
天
子
伝
』
は
汲
冢
書
か

汲
冢
書
に
つ
い
て
、
唐
修
『
晋
書
』
武
帝
紀
に
は
「
汲
郡
人
不
準
掘
魏
襄
王
冢
、
得

竹
簡
小
篆
古
書
十
余
万
言
、
蔵
于
秘
府
。」
と
あ
る
。
武
帝
紀
は
単
に
「
十
余
万
言
」
と

す
る
の
み
で
内
訳
を
言
わ
な
い
が
（
注
５
）
、
束
晳
伝
は
汲
冢
書
と
し
て
『
紀
年
』
十
三

篇
、『
易
経
』
二
篇
、『
穆
天
子
伝
』
五
篇
な
ど
十
五
種
五
十
篇
と
『
雑
書
』
十
九
篇
（
『
周

食
田
法
』・
『
周
書
』・
『
論
楚
事
』・
『
周
穆
王
美
人
盛
姫
死
事
』）
の
十
九
種
六
十
九
篇
を

列
挙
し
て
お
り
（
注
６
）
、
こ
の
文
献
は
当
初
か
ら
『
穆
天
子
伝
』
と
呼
ば
れ
て
い
た
と

さ
れ
る
。
た
だ
し
厳
密
に
言
え
ば
こ
れ
は
唐
代
の
記
述
で
、
汲
冢
書
に
つ
い
て
の
同
時
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代
資
料
と
は
言
え
な
い
。

同
時
代
資
料
と
言
う
べ
き
杜
預
の
「
春
秋
伝
後
序
」
は
、
汲
冢
書
と
し
て
『
周
易
』・

『
紀
年
』・
『
師
春
』
の
み
を
掲
げ
『
穆
天
子
伝
』
に
は
言
及
し
な
い
が
、
こ
れ
は
単
に

杜
預
の
関
心
の
外
に
あ
っ
た
た
め
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
と
も
解
し
得
る
。
杜
預
「
後
序
」

の
孔
疏
は
汲
冢
書
を
「
大
凡
七
十
五
巻
」
と
し
、「
『
晋
書
』
有
其
目
録
。
」
と
し
て
「
『
周

易
上
下
経
』
二
巻
、『
紀
年
』
十
二
巻
、『
瑣
語
』
十
一
巻
、『
周
王
遊
行
』
五
巻
」
を
掲

げ
、
「
『
周
王
遊
行
』
五
巻
」
に
つ
い
て
「
説
周
穆
王
遊
行
天
下
之
事
。
今
謂
之
『
穆
天

子
伝
』
。
」
と
い
う
。
孔
疏
は
直
前
で
「
王
隠
『
晋
書
』
武
帝
紀
」
を
引
い
て
お
り
、
こ

の
『
晋
書
』
も
王
隠
の
『
晋
書
』
だ
ろ
う
。

『
穆
天
子
伝
』
巻
六
は
穆
王
の
美
人
で
あ
っ
た
盛
姫
の
死
と
葬
儀
の
こ
と
を
述
べ
て

お
り
、
汲
郡
出
土
の
『
穆
天
子
伝
』
五
篇
な
い
し
『
周
王
遊
行
』
五
巻
に
『
周
穆
王
美

人
盛
姫
死
事
』
一
篇
を
合
わ
せ
た
も
の
が
現
行
の
『
穆
天
子
伝
』
六
巻
だ
と
一
般
に
考

え
ら
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
『
穆
天
子
伝
』
は
こ
の
時
点
で
す
で
に
二
次
的
な
編
纂
物
で

「
汲
郡
出
土
の
古
簡
の
中
で
完
全
に
保
存
さ
れ
た
唯
一
の
文
献
」
と
は
言
え
ず
（
注
７
）
、

ま
た
こ
の
合
綴
が
両
書
を
単
に
合
わ
せ
た
も
の
か
、
本
文
・
内
容
の
書
き
換
え
を
伴
う

も
の
で
あ
っ
た
か
も
問
題
と
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
『
穆
天
子
伝
』
巻
六
で
は
、
盛
姫
が
「
皇
后
之
葬
法
」
に
比
し
て
葬
ら
れ

て
い
る
（
注
８
）
。
先
秦
に
お
い
て
「
皇
后
」
は
「
皇
皇
后
帝
」
（
『
詩
』
閟
宮
）
の
文
脈

で
用
い
ら
れ
、
帝
王
の
嫡
妃
を
指
す
こ
と
は
な
い
（
注
９
）
。「
皇
帝
」
号
は
秦
始
皇
に
始

ま
る
が
、
彼
に
「
皇
后
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
ず
、「
帝
嫡
妃
曰
皇
后
」（『
独
断
』）

と
い
う
意
味
で
の
用
例
は
呂
后
に
ま
で
降
る
。「
皇
后
」
の
語
を
用
い
る
『
穆
天
子
伝
』

（
『
周
穆
王
美
人
盛
姫
死
事
』
）
は
当
然
な
が
ら
戦
国
魏
墓
に
下
葬
さ
れ
た
文
献
で
は
あ

り
得
な
い
（
注

）
。
な
お
『
穆
天
子
伝
』
は
盛
姫
が
「
哀
淑
人
」
と
諡
さ
れ
た
と
い
う

10

が
、「
淑
媛
」
や
「
淑
妃
」
の
号
は
曹
魏
に
、「
淑
儀
」
は
東
晋
に
始
ま
り
、「
淑
人
」
は

さ
ら
に
降
る
だ
ろ
う
（
注

）
。

11

も
し
現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
が
西
晋
期
に
あ
っ
た
テ
キ
ス
ト
を
忠
実
に
伝
え
た
も
の

と
す
れ
ば
、
西
晋
期
の
テ
キ
ス
ト
自
体
が
汲
冢
書
で
は
な
く
漢
魏
伝
世
の
文
献
だ
っ
た

と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
を
汲
冢
書
に
由
来
す
る
も
の
と
す

れ
ば
、
こ
れ
は
後
人
に
よ
る
妄
改
（
た
と
え
ば
「
王
后
」
を
「
皇
后
」
に
と
い
っ
た
）

を
経
た
も
の
と
な
り
、
そ
の
本
文
は
や
は
り
信
用
で
き
な
い
。

郭
璞
の
見
た
『
穆
天
子
伝
』
に
つ
い
て

『
穆
天
子
伝
』
が
必
ず
し
も
汲
冢
書
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
、
そ
の
出
現
時
期
を
、

汲
冢
の
発
掘
（
西
晋
武
帝
期
）
と
は
無
関
係
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
東
晋
の
李
充
に
「
穆
天
子
賦
」
が
あ
り
（
『
太
平
御
覧
』
三
五
八
）
、
ま
た
『
顔

氏
家
訓
』
や
『
水
経
注
』
は
『
穆
天
子
伝
』
の
書
名
を
明
示
し
た
引
用
を
行
っ
て
い
る
。

北
魏
の
末
年
ま
で
に
『
穆
天
子
伝
』
が
成
立
・
流
布
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、『
穆
天
子
伝
』
に
注
し
た
と
さ
れ
る
郭
璞
は
『
爾
雅
』
や
『
山
海
経
』
の
注
で

『
穆
天
子
伝
』
を
引
用
し
て
お
り
、
特
に
『
山
海
経
』
の
注
は
『
穆
天
子
伝
』
か
ら
の

引
用
・
引
証
が
二
十
二
箇
所
に
及
ぶ
（
注

）
。

12

『
山
海
経
』
注
は
西
晋
愍
帝
の
諱
（
鄴
）
を
避
け
て
い
な
い
が
、
中
山
経
の
注
に
は

東
晋
元
帝
太
興
元
年
（
三
一
八
年
）
の
故
事
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
山
海
経
』

注
の
完
成
は
同
年
以
降
か
つ
郭
璞
が
殺
害
さ
れ
た
明
帝
太
寧
二
年
（
三
二
四
年
）
以
前

と
な
る
。
ま
た
『
山
海
経
』
注
に
は
「
孔
氏
『
尚
書
』
伝
」（
い
わ
ゆ
る
偽
孔
伝
）
も
引

か
れ
て
お
り
、
偽
古
文
『
尚
書
』（
と
偽
孔
伝
と
）
が
献
上
さ
れ
た
の
も
東
晋
元
帝
期
と

さ
れ
る
。『
山
海
経
』
注
の
完
成
時
期
（
三
一
八
年
か
ら
三
二
四
年
ま
で
の
七
年
間
）
と

偽
孔
伝
が
献
上
さ
れ
た
と
い
う
元
帝
の
治
世
（
三
一
八
年
か
ら
三
二
三
年
ま
で
の
六
年

間
）
と
は
ほ
ぼ
完
全
に
重
な
る
が
、
偽
孔
伝
の
献
上
後
に
こ
れ
を
参
照
し
て
『
山
海
経
』

注
が
書
か
れ
た
な
ら
、『
山
海
経
』
注
の
完
成
は
三
一
八
年
か
ら
三
二
四
年
ま
で
の
中
で
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も
比
較
的
遅
い
時
期
と
な
ろ
う
（
注

）
。

13

さ
て
、
郭
璞
は
西
晋
武
帝
期
に
生
ま
れ
て
お
り
汲
冢
発
掘
の
同
時
代
人
で
は
あ
る
が
、

『
山
海
経
』
注
の
完
成
は
晋
の
南
渡
後
、
汲
冢
の
発
掘
か
ら
四
十
年
ほ
ど
後
で
あ
っ
た
。

彼
が
見
た
『
穆
天
子
伝
』
は
、
汲
冢
か
ら
出
土
し
荀
勗
が
隷
定
し
た
と
い
う
汲
冢
書
で

あ
っ
た
ろ
う
か
。

『
山
海
経
』
注
は
も
ち
ろ
ん
汲
冢
の
発
掘
を
知
っ
て
お
り
、
汲
冢
か
ら
出
土
し
た
銅

剣
に
つ
い
て
も
詳
述
す
る
。
ま
た
『
紀
年
』
の
文
を
「
竹
書
曰
」
や
「
汲
郡
竹
書
」
と

し
て
引
く
が
、『
穆
天
子
伝
』
を
引
く
に
際
し
て
は
「
汲
冢
」
や
「
竹
書
」
を
冠
せ
ず
、

単
に
「
穆
天
子
伝
」
と
言
う
（
注

）
。
さ
ら
に
「
山
海
経
序
」
は
「
按
汲
郡
竹
書
及
穆
、

14

天
子
伝
」
と
も
述
べ
て
お
り
、『
穆
天
子
伝
』
を
「
汲
郡
竹
書
」
で
は
な
い
と
認
識
し
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

も
し
『
山
海
経
』
注
が
見
た
『
穆
天
子
伝
』
が
汲
冢
出
土
の
『
周
王
遊
行
』
で
な
け

れ
ば
、『
穆
天
子
伝
』
と
汲
冢
出
土
の
『
周
王
遊
行
』
と
を
後
人
が
混
同
し
、
こ
れ
ら
が

綴
合
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
（
注

）
。
現
に
『
隋
書
』（
『
五
代
史
志
』）
は
、

15

漢
魏
伝
世
の
『
逸
周
書
』
を
汲
冢
書
と
誤
認
し
て
お
り
、
ま
た
夏
か
ら
説
き
起
こ
し
て

い
た
は
ず
の
竹
書
『
紀
年
』
か
ら
堯
の
記
事
を
引
い
て
い
る
（
注

）
。

16

『
穆
天
子
伝
』
の
書
名
に
つ
い
て

上
述
し
た
よ
う
に
、
唐
修
『
晋
書
』
束
晳
伝
は
汲
冢
書
と
し
て
『
穆
天
子
伝
』
五
篇

を
挙
げ
、
王
隠
『
晋
書
』
は
こ
れ
を
『
周
王
遊
行
』
五
巻
と
す
る
。『
穆
天
子
伝
』
巻
一

で
「
天
子
」
が
「
穆
満
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
彼
が
周
穆
王
（
姫
満
）
と
設
定
さ
れ
て

い
る
の
は
明
ら
か
だ
が
（
注

）
、
穆
王
を
「
穆
天
子
」
と
呼
ぶ
の
は
不
自
然
だ
ろ
う
。

17

そ
も
そ
も
『
穆
天
子
伝
』
と
い
う
書
名
は
戦
国
期
の
原
題
と
は
思
わ
れ
ず
（
注

）
、
こ

18

れ
は
「
天
子
穆
穆
」（
『
詩
』
雝
）
や
「
天
子
穆
穆
、
諸
侯
皇
皇
」（
『
礼
記
』
曲
礼
下
）、

も
っ
と
言
え
ば
「
穆
穆
天
子
」
（
『
漢
書
』
韋
賢
伝
）
あ
た
り
か
ら
着
想
さ
れ
た
か
と
疑

わ
れ
る
（
注

）
。
な
お
、
帝
王
の
個
人
史
を
「
紀
」
で
は
な
く
「
伝
」
と
す
る
こ
と
は

19

『
漢
武
帝
内
伝
』
や
『
献
帝
伝
』
、『
魏
文
帝
別
伝
』
と
い
っ
た
例
を
指
摘
で
き
る
（
注

）
。

20

隋
の
費
長
房
『
歴
代
三
宝
紀
』
に

前
周
第
五
主
昭
王
瑕
二
十
四
年
甲
寅
、
至
今
丁
巳
則
一
千
四
百
八
十
六
年
。
引
『
穆、

天
子
別
伝
』
為
証
。
称
瑕
子
満
嗣
位
。
穆
王
聞
仏
生
迦
維
。
遂
西
遊
而
不
返
。

、
、
、
、

、

と
い
う
。「
仏
」
字
を
用
い
る
こ
と
か
ら
『
穆
天
子
別
伝
』
は
新
し
い
文
献
に
見
え
る
が
、

『
続
高
僧
伝
』
等
に

穆
王
聞
西
方
有
化
人
出
。
便
即
西
入
而
竟
不
還
。（
斉
大
統
合
水
寺
釈
法
上
伝
六
）

、
、

と
あ
っ
て
、『
穆
天
子
別
伝
』
は
『
列
子
』
的
な
「
化
人
」
の
句
を
「
仏
」
字
に
置
換
し

た
も
の
と
も
見
え
る
。

ま
た
『
弁
惑
篇
』
に

勘
『
周
書
異
記
』
云
、
穆
王
聞
西
方
有
仏
、
遂
乗
驊
騮
八
駿
之
馬
、
西
行
求
仏
。

因
以
攘
之
。（
『
広
弘
明
集
』
十
一
）

と
あ
り
、
穆
王
が
驊
騮
等
の
駿
馬
に
乗
り
「
西
行
求
仏
」
し
た
と
い
う
。『
周
書
異
記
』

に
は
ま
た

『
周
書
異
記
』、
昭
王
二
十
四
年
甲
寅
歳
四
月
八
日
、
有
五
色
光
、
入
貫
太
微
、
遍

於
西
方
。
太
史
蘇
由
曰
、
有
大
聖
人
生
於
西
方
。
穆
王
五
十
二
年
壬
申
歳
二
月
十
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五
日
旦
、
白
虹
十
二
道
、
南
北
通
貫
。
太
史
扈
多
曰
、
西
方
有
大
聖
人
、
終
亡
之

相
。（
『
仏
祖
統
紀
』
教
主
釈
迦
牟
尼
仏
本
紀
）

の
よ
う
に
昭
王
の
記
事
も
含
ま
れ
て
い
た
（
注

）
。『
周
書
異
記
』
の
書
名
は
『
逸
周
書
』

21

を
連
想
さ
せ
る
が
、
こ
れ
は
仏
陀
の
生
年
を
老
子
よ
り
前
の
西
周
期
と
主
張
す
る
た
め

仏
教
側
か
ら
偽
作
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
（
注

）
。

22

こ
の
よ
う
な
『
周
書
異
記
』
と
同
軌
の
文
献
が
、
隋
代
に
は
『
穆
天
子
別
伝
』
と
呼

ば
れ
て
い
た
。
穆
王
西
征
の
説
話
は
『
史
記
』
に
も
見
え
る
が
、
西
方
の
「
化
人
」
や

美
姫
と
い
っ
た
『
列
子
』
的
な
要
素
を
含
む
説
話
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。

「
化
人
」
を
「
仏
」
に
置
換
し
て
道
教
に
対
抗
す
る
『
穆
天
子
別
伝
』
は
、
さ
ら
に
新

し
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
隋
代
ま
で
『
穆
天
子
伝
』
と
『
穆
天
子
別
伝
』
と
は
併

存
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
両
書
の
混
同
や
、
両
者
間
で
の
文
言
の
出
入
も
疑
わ
れ
る
。

胡
礼
「
膜
拝
」
に
つ
い
て

現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
の
巻
二
か
ら
巻
四
に
か
け
て
、
天
子
か
ら
の
下
賜
品
を
「
膜

拝
而
受
」
し
た
と
い
う
表
現
が
十
三
箇
所
に
見
え
る
。
郭
注
に
「
今
胡
人
礼
仏
、
挙
手

加
頭
、
称
南
謨
拝
者
、
即
此
類
也
。
音
模
。
」
と
あ
り
、
『
広
韻
』
は
「
膜
拝
、
胡
礼
拝

な

も

也
。」
と
い
う
。「
南
謨
」
は
「
南
無
」
や
「
那
謨
」
と
同
じ
く
、「
帰
命
」
を
意
味
す
る

梵
語
（
ナ
ー
マ
、
ナ
ウ
マ
ク
）
の
音
訳
と
さ
れ
る
（
注

）
。

23

劉
宋
初
の
「
達
性
論
」
を
巡
る
何
承
天
と
顔
延
之
と
の
論
争
に
「
蹲
膜
揖
譲
」
の
句

が
見
え
（
『
弘
明
集
』
引
）
、
ま
た
宋
末
の
元
徽
二
年
（
四
七
四
年
）
に
褚
淵
・
袁
粲
が

蕭
道
成
（
後
の
斉
武
帝
）
へ
与
え
た
書
に
「
戎
謨
内
寄
」
の
句
が
見
え
る
（
『
南
斉
書
』

褚
淵
伝
）
。
特
に
前
者
は
膜
拝
の
含
意
を
前
提
と
す
る
成
語
の
よ
う
だ
が
、「
膜
拝
」・
「
謨

拝
」
の
句
は
い
ま
だ
見
出
せ
な
い
。

斉
の
永
明
十
一
年
（
四
九
三
年
）、
北
魏
か
ら
の
遣
使
に
つ
い
て
王
融
が
「
陛
下
務
存

遵
養
、
不
時
侮
亡
、
許
其
膜
拝
之
誠
、
納
裘
之
賮
。
」
と
上
疏
し
て
い
る
（
『
南
斉
書
』

、
、

王
融
伝
）。
こ
こ
で
は
「
膜
拝
」
が
胡
人
の
礼
で
あ
り
、
胡
人
が
中
国
の
王
者
に
対
し
て

「
膜
拝
」
す
る
と
い
う
観
念
が
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
。
や
や
遅
れ
て
、
斉
梁
革
命
の

際
の
策
書
（
中
興
二
年
、
五
〇
二
年
）
に
「
是
以
義
師
初
践
、
芳
露
凝
甘
、
仁
風
既
被
、

素
文
自
擾
。
北
闕
藁
街
之
使
、
風
車
火
徼
之
民
、
膜
拝
稽
首
、
願
為
臣
妾
。
」（
『
梁
書
』

、
、

武
帝
本
紀
上
）
と
あ
る
の
が
、
こ
の
語
が
公
認
さ
れ
た
画
期
だ
ろ
う
（
注

）
。
梁
代
に

24

は
「
膜
拝
」
の
語
が
西
方
の
拝
礼
な
い
し
仏
教
用
語
と
し
て
定
着
し
て
お
り
（
注

）
、

25

東
魏
の
『
洛
陽
伽
藍
記
』
で
も
た
と
え
ば
烏
塲
国
王
が
「
大
魏
使
来
、
膜
拝
受
詔
書
、

、
、

ウ

ジ
ャ
ー

ナ

聞
太
后
崇
奉
仏
法
、
即
面
東
合
掌
、
遥
心
頂
礼
」（
巻
五
）
し
て
い
る
。

さ
ら
に
降
っ
て
大
宝
二
年
（
五
五
一
年
）、
侯
景
配
下
の
宋
子
仙
が
郢
州
を
制
圧
し
た

際
、
郢
州
刺
史
の
蕭
方
諸
（
梁
元
帝
の
子
）
が
宋
子
仙
に
「
膜
拝
」
し
て
い
る
（
『
太
平

御
覧
』
三
七
四
引
『
三
国
典
略
』
）
。
梁
末
に
は
「
膜
拝
」
が
胡
人
の
拝
礼
だ
と
い
う
意

識
は
薄
れ
、
単
な
る
挙
手
伏
地
の
意
に
転
じ
て
い
た
ら
し
い
。

以
上
を
要
す
る
に
、「
膜
拝
」
の
用
例
は
斉
末
に
ま
で
遡
る
が
、
こ
の
語
が
普
及
し
た

の
は
梁
武
帝
の
頃
と
思
わ
れ
、
東
晋
以
前
に
こ
の
語
が
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
と
は
思

わ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
『
穆
天
子
伝
』
は
「
膜
拝
」
を
自
明
の
語
と
し
て
で
は
な
く
西

方
の
特
異
な
習
俗
と
扱
っ
て
お
り
（
注

）
、
ま
た
比
較
的
長
文
の
注
が
附
さ
れ
て
い
る

26

こ
と
も
当
時
（
い
わ
ゆ
る
郭
璞
注
が
施
さ
れ
た
当
時
）
こ
の
語
が
一
般
的
で
な
か
っ
た

こ
と
を
物
語
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
西
晋
武
帝
期
に
出
現
し
た
語
と
見
る
の
は
、
や
や

早
す
ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
穆
天
子
伝
』
巻
六
に
「
皇
后
」
の
語
が
見
え
る
こ
と
は
上
に
述
べ
た
が
、『
穆
天
子

伝
』
巻
三
に
は
「
天
子
大
饗
正
公
・
諸
侯
王
、
勒
七
萃
之
士
于
羽
琌
之
上
」
と
あ
り
、

、
、
、

、

郭
注
は
「
勒
、
猶
労
也
。
」
と
す
る
。
た
だ
し
『
穆
天
子
伝
』
巻
二
に
「
天
子
大
饗
正
公
・

諸
侯
・
王
吏
・
七
萃
之
士
于
平
衍
之
中
」
と
あ
る
の
で
、
巻
三
も
漢
以
降
の
「
諸
侯
王
」

、
、

、
、
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を
言
っ
た
も
の
で
は
な
く
単
な
る
「
諸
侯
」
と
み
て
よ
か
ろ
う
（
注

）
。
だ
が
「
正
公
」

27

や
「
七
萃
」
に
つ
い
て
は
古
い
用
例
が
見
当
た
ら
ず
、
確
実
な
も
の
は
や
は
り
南
北
朝

に
降
る
よ
う
だ
。『
宋
書
』
孝
武
十
四
王
伝
に

（
大
明
）
六
年
、
丁
母
憂
。
追
進
淑
儀
為
貴
妃
、
班
亜
皇
后
、
諡
曰
宣
。
…
…
上

痛
愛
不
已
、
擬
漢
武
李
夫
人
賦
。
其
詞
曰
、「
…
…
予
棄
西
楚
之
斉
化
、
略
東
門
之

遥
䘳
。
淪
漣
両
拍
之
傷
、
奄
抑
七
萃
之
箴
。」
…
…
葬
畢
、
詔
子
鸞
摂
職
、
以
本
官

、
、

兼
司
徒
、
進
号
撫
軍
・
司
徒
、
給
鼓
吹
一
部
、
礼
儀
並
依
正
公
。

、
、

と
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
語
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
使
わ
れ
は
じ
め
た
ら
し
い
（
注

）
。
王
融

28

「
三
月
三
日
曲
水
詩
序
」
に
「
七
萃
連
鑣
、
九
斿
斉
軌
。
」
と
、
虞
羲
「
霍
将
軍
北
伐
詩
」

に
「
雲
屯
七
萃
士
、
魚
麗
六
郡
兵
」
と
あ
り
（
『
文
選
』
）、
ま
た
「
五
牛
警
旆
、
七
萃
案

部
」
（
『
魏
書
』
出
帝
紀
）
と
い
っ
た
対
句
に
「
七
萃
」
は
多
く
使
わ
れ
た
が
、
晋
制
と

さ
れ
る
「
五
牛
旆
旗
」
や
『
礼
記
』
楽
記
に
見
え
る
「
龍
旂
九
旒
」
と
は
異
な
り
「
七

萃
」
は
実
態
不
明
な
単
な
る
麗
辞
だ
っ
た
よ
う
で
、
諸
家
の
注
も
具
体
的
で
は
な
い
。

陳
煒
湛
は
「
七
萃
」
の
「
七
」
を
「
甲
」
の
誤
と
考
え
る
が
（
注

）
、
こ
れ
が
正
し
け

29

れ
ば
「
七
萃
」
は
『
穆
天
子
伝
』
の
誤
釈
か
ら
生
じ
た
い
わ
ば
新
語
で
、
劉
宋
以
降
の

「
七
萃
」
は
す
べ
て
『
穆
天
子
伝
』
に
由
来
す
る
も
の
と
な
る
。
日
干
支
を
多
く
記
す

『
穆
天
子
伝
』
を
整
理
す
る
際
に
「
甲
」「
七
」
の
誤
が
生
じ
た
か
は
や
や
疑
問
だ
が
、

北
魏
孝
明
帝
孝
昌
元
年
十
有
二
月
壬
午
詔
に
「
今
先
討
荊
蛮
、
疆
理
南
服
、
戈
旗
東
指
、

掃
平
淮
外
。
然
後
奮
七
萃
於
西
戎
、
騰
五
牛
於
北
狄
、
躬
撫
乱
離
之
苦
、
面
恤
饑
寒
之

、
、

患
。」
と
あ
っ
て
（
『
魏
書
』
孝
明
帝
紀
）、
初
期
の
用
例
で
す
で
に
「
西
戎
」
と
関
連
付

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
七
萃
」
の
語
が
『
穆
天
子
伝
』
に
由
来
す
る
と
い
う
推
測
を

補
強
す
る
。

劉
宋
以
降
に
用
い
ら
れ
た
「
七
萃
」
の
語
が
『
穆
天
子
伝
』
に
出
る
も
の
で
あ
っ
た

な
ら
、
東
晋
百
年
間
『
穆
天
子
伝
』
は
等
閑
に
付
さ
れ
て
お
り
、
褚
淵
や
王
融
に
よ
り

再
発
見
さ
れ
て
そ
の
用
語
が
急
速
に
普
及
し
た
こ
と
と
な
る
。
で
あ
れ
ば
「
膜
拝
」
の

語
も
、
南
北
朝
期
の
用
語
を
『
穆
天
子
伝
』
が
取
り
込
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、『
穆
天
子

伝
』
か
ら
広
ま
っ
た
語
と
解
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
「
七
萃
」
が
『
穆
天
子

伝
』
の
全
体
に
見
え
る
基
幹
的
な
語
で
南
北
朝
で
は
実
態
不
明
の
美
句
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、「
膜
拝
」
は
『
山
海
経
』
と
関
係
の
深
い
巻
二
か
ら
巻
四
の
み
に
見
え
、
し
か
も

南
北
朝
で
広
く
行
わ
れ
た
用
語
で
あ
っ
た
。
出
土
し
た
古
籍
か
ら
発
見
さ
れ
た
新
語
が
、

「
南
謨
」
と
「
膜
」
と
い
う
い
わ
ば
偶
然
の
類
似
の
み
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
受
容
さ

れ
る
だ
ろ
う
か
。「
膜
拝
」
が
『
穆
天
子
伝
』
か
ら
広
ま
っ
た
語
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

こ
れ
を
戦
国
魏
で
用
い
ら
れ
て
い
た
語
と
す
る
こ
と
は
、
さ
ら
に
困
難
で
あ
ろ
う
。

ま
と
め

現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
に
含
ま
れ
る
「
皇
后
」
の
語
は
、
こ
れ
を
戦
国
期
の
文
献
と

見
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
東
晋
元
帝
期
に
は
『
穆
天
子
伝
』（
現
行
本
に
見
え
る
「
燭
銀
」

等
の
特
徴
的
な
語
を
す
で
に
含
む
）
が
存
在
し
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
少
な
く
と
も
別

文
献
と
の
合
綴
を
経
た
も
の
で
、
汲
冢
出
土
の
『
穆
天
子
伝
』（
ま
た
は
『
周
王
遊
行
』）

そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
を
汲
冢
書
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
本
文
に
は

東
晋
以
降
の
語
彙
や
仏
教
用
語
も
含
ま
れ
て
お
り
、
汲
冢
出
土
の
テ
キ
ス
ト
を
忠
実
に

伝
え
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
甘
粛
以
西
の
拝
礼
を
指
す
「
膜
拝
」
の
語
が
戦
国
魏

で
実
際
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
秦
漢
に
い
っ
た
ん
忘
れ
ら
れ
、
西
晋
に
再
発
見
さ
れ
て

「
謨
」「
膜
」
の
類
似
と
西
方
の
拝
礼
だ
と
い
う
一
致
と
に
よ
り
そ
の
ま
ま
仏
教
用
語
と

し
て
定
着
し
た
、
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
を
筆
者
は
容
易
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
。

『
穆
天
子
伝
』
の
少
な
く
と
も
巻
二
以
降
は
南
北
朝
期
の
攪
乱
を
受
け
て
お
り
、
こ
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れ
を
資
料
と
し
て
戦
国
期
の
地
理
認
識
等
を
議
論
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て

よ
ほ
ど
慎
重
な
本
文
批
判
が
必
要
と
な
ろ
う
。

注

（
１
）
小
川
琢
治
『
支
那
歴
史
地
理
研
究
・
続
集
』（
弘
文
社
、
昭
和
四
年
）。

（
２
）
た
と
え
ば
『
穆
天
子
伝
』
は
「
南
鄭
」
を
重
視
す
る
が
、
鄭
の
初
封
は
穆
王
の
五
代
後
に
あ

た
る
桓
公
友
で
、
さ
ら
に
「
南
鄭
」
の
地
名
は
鄭
桓
公
の
死
後
に
出
る
（
『
水
経
注
』
に
「
南

鄭
之
号
、
始
于
桓
公
。
桓
公
死
于
犬
戎
、
其
民
南
奔
、
故
以
南
鄭
称
。
」
と
あ
る
が
、『
史
記
』

鄭
世
家
に
よ
れ
ば
鄭
桓
公
は
そ
の
生
前
に
東
徙
し
て
い
る
）
。
ま
た
『
穆
天
子
伝
』
に
は
「
許

男
」
と
い
う
『
春
秋
』
に
特
徴
的
な
表
記
も
見
え
る
。

（
３
）
胡
応
麟
『
四
部
正
訛
』
は
「
『
穆
天
子
伝
』
六
巻
、
…
…
近
或
以
為
偽
書
、
殊
可
笑
也
。」
と
、

偽
作
説
を
わ
ざ
わ
ざ
取
り
上
げ
た
上
で
否
定
し
て
い
る
。
姚
際
恒
『
古
今
偽
書
考
』
は
『
穆

天
子
伝
』
を
「
漢
後
人
作
」
と
断
ず
る
が
、
金
受
申
『
古
今
偽
書
考
考
釈
』
や
顧
実
『
重
考

古
今
偽
書
考
』
等
は
こ
れ
を
批
判
し
て
『
穆
天
子
伝
』
を
汲
冢
書
だ
と
す
る
。

（
４
）
穆
王
の
臣
と
し
て
『
穆
天
子
伝
』
に
「
畢
矩
」
・
「
井
利
」
・
「
毛
班
」
が
、
清
華
簡
『
祭
公
之

顧
命
』
に
「
繹
鳥亘
・
汬
利
・
毛
班
」
が
見
え
、
『
祭
公
之
顧
命
』
と
並
行
す
る
『
逸
周
書
』
祭

公
篇
は
「
畢
桓
・
于
黎
・
民
般
」
に
作
る
。
桐
本
東
太
は
「
『
穆
天
子
伝
』
は
出
土
資
料
と
の

相
互
照
射
が
可
能
な
古
文
献
と
し
て
、
新
た
な
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
あ
び
る
地
点
に
返
り
咲

く
こ
と
と
な
っ
た
」
と
い
う
が
（
「
『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕
」
、
三
田
史
学
会
「
史
学
」

八
〇-

四
、
二
〇
一
一
年
）
、『
穆
天
子
伝
』
と
清
華
簡
と
の
直
接
の
関
係
よ
り
も
ま
ず
『
穆
天

子
伝
』
と
『
逸
周
書
』
と
の
関
係
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
『
穆
天
子
伝
』

巻
一
・
巻
六
に
「
井
利
」
が
、
巻
五
に
「
井
公
」
が
見
え
る
が
、
巻
二
・
巻
六
に
は
「
邢
侯
」

が
見
え
、『
周
王
遊
行
』
・
『
周
穆
王
美
人
盛
姫
死
事
』
と
も
「
井
」
と
「
邢
」
と
を
区
別
す
る

よ
う
だ
。

（
５
）
武
帝
紀
の
「
十
余
万
言
」
は
汲
冢
書
を
実
見
し
た
衛
恒
（
二
九
一
年
没
）
の
「
四
体
書
勢
」

に
拠
る
の
だ
ろ
う
が
、
一
簡
四
十
字
で
「
十
余
万
言
」
と
す
れ
ば
二
千
七
百
簡
以
上
と
な
り
、

こ
の
量
を
短
期
間
に
整
理
で
き
た
と
は
信
じ
が
た
い
。
た
と
え
ば
『
老
子
』
五
千
文
に
よ
り

一
篇
を
二
千
五
百
字
と
す
れ
ば
汲
冢
書
は
七
十
五
篇
で
十
八
万
七
千
五
百
字
と
な
る
の
で
、

「
十
余
万
言
」
と
は
実
数
で
は
な
く
こ
の
よ
う
な
概
算
値
か
も
し
れ
な
い
。

（
６
）『
晋
書
』
束
晳
伝
に
次
の
よ
う
に
あ
る
が
、
篇
数
が
合
わ
ず
誤
脱
の
可
能
性
も
あ
る
。

太
康
二
年
、
汲
郡
人
不
准
盜
発
魏
襄
王
墓
。
或
言
安
釐
王
塚
。
得
竹
書
数
十
車
。
其
『
紀

年
』
十
三
篇
、
記
夏
以
来
至
周
幽
王
為
犬
戎
所
滅
、
…
…
。
其
『
易
經
』
二
篇
、
与
『
周

易
』
上
下
経
同
。
『
易
繇
陰
陽
卦
』
二
篇
、
与
『
周
易
』
略
同
、
繇
辞
則
異
。
『
卦
下
易

經
』
一
篇
、
似
説
卦
而
異
。『
公
孫
段
』
二
篇
、
公
孫
段
与
邵
陟
論
『
易
』
。
『
国
語
』
三

篇
、
言
楚
晋
事
。
『
名
』
三
篇
、
似
『
礼
記
』
、
又
似
『
爾
雅
』
・
『
論
語
』
。
『
師
春
』
一

篇
、
書
『
左
伝
』
諸
卜
筮
、
「
師
春
」
似
是
造
書
者
姓
名
也
。
『
瑣
語
』
十
一
篇
、
諸
国

卜
夢
妖
怪
相
書
也
。『
梁
丘
蔵
』
一
篇
、
先
敘
魏
之
世
数
、
次
言
丘
蔵
金
玉
事
。『
繳
書
』

二
篇
、
論
弋
射
法
。『
生
封
』
一
篇
、
帝
王
所
封
。『
大
暦
』
二
篇
、
鄒
子
談
天
類
也
。『
穆

天
子
伝
』
五
篇
、
言
周
穆
王
遊
行
四
海
、
見
帝
台
・
西
王
母
。『
図
詩
』
一
篇
、
画
賛
之

属
也
。
又
雜
書
十
九
篇
、『
周
食
田
法
』・
『
周
書
』
・
『
論
楚
事
』
・
『
周
穆
王
美
人
盛
姫
死

事
』。
大
凡
七
十
五
篇
、
七
篇
簡
書
折
壊
、
不
識
名
題
。

（
７
）
洪
頤
煊
「
校
正
穆
天
子
伝
序
」
は
さ
ら
に
「
晁
公
武
『
郡
斎
読
書
志
』
云
、
書
凡
六
巻
八
千

五
百
一
十
四
字
。
今
本
僅
六
千
六
百
二
十
二
字
。
則
今
本
非
晁
氏
所
見
之
本
矣
。」
と
い
う
。

（
８
）『
穆
天
子
伝
』
巻
六
に
「
甲
辰
、
天
子
南
葬
盛
姫
於
楽
池
之
南
。
天
子
乃
命
盛
姫
□
之
視
皇
后

之
葬
法
」
と
、
郭
注
に
「
視
、
猶
比
也
」
と
あ
る
。

現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
の
巻
六
が
『
周
穆
王
美
人
盛
姫
死
事
』
を
合
綴
し
た
も
の
な
ら
ば
、

郭
璞
が
こ
れ
に
注
し
た
時
点
で
す
で
に
『
穆
天
子
伝
』
は
汲
冢
書
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
改
変

（
合
綴
）
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
も
し
合
綴
が
郭
璞
以
降
な
ら
ば
「
郭
注
」
の
作
者
も
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問
題
と
な
る
が
、
し
ば
ら
く
通
称
に
従
う
。
な
お
、
劉
宋
期
の
『
史
記
集
解
』
は
す
で
に
『
穆

天
子
伝
』
巻
一
「
華
騮
」
の
注
を
「
郭
璞
曰
」
と
し
て
引
く
。

（
９
）
偽
孔
本
『
尚
書
』
顧
命
の
「
皇
后
憑
玉
几
」
も
同
様
。

（

）
『
穆
天
子
伝
』
に
は
ま
た
「
皇
天
子
」
が
二
例
あ
る
。
郭
注
は
「
加
皇
者
、
尊
之
。
」
と
す
る

10

が
、
『
漢
書
』
鮑
宣
伝
に
「
陛
下
上
為
皇
天
子
、
下
為
黎
庶
父
母
」
と
あ
り
、
「
皇
天
子
」
の

原
義
は
「
皇
い
な
る
天
子
」
で
は
な
く
「
皇
天
の
子
」
だ
ろ
う
。『
三
国
志
』
高
堂
隆
伝
の
「
皇

天
子
愛
陛
下
」
も
「
皇
天
子
が
愛
す
」
で
な
く
「
皇
天
が
子
の
ご
と
く
愛
す
」
の
意
。

（

）『
三
国
志
』
魏
志
后
妃
伝
・
『
南
斉
書
』
皇
后
伝
等
。

11
（

）『
爾
雅
』
注
に
お
け
る
『
穆
天
子
伝
』
の
引
用
は
二
箇
所
の
み
だ
が
、
い
ず
れ
も
現
行
本
『
穆

12

天
子
伝
』
の
巻
一
に
対
応
す
る
。
ま
た
『
穆
天
子
伝
』
巻
一
に
「
天
子
之
宝
器
」
と
し
て
見

え
る
「
燭
銀
」
は
郭
璞
「
江
賦
」
や
庾
闡
「
楊
都
賦
」
に
す
で
に
取
ら
れ
て
お
り
、
梁
簡
文

帝
の
詩
に
「
漢
安
設
大
響
、
周
穆
置
高
台
」
や
「
燭
銀
踰
漢
汝
、
宝
鐸
邁
昆
吾
」
の
句
が
あ

る
（
『
芸
文
類
聚
』
等
）
。
さ
ら
に
『
爾
雅
』
の
郭
注
は
「
西
王
母
」
を
「
昏
荒
之
国
」
と
す

る
の
み
で
穆
王
や
『
穆
天
子
伝
』
に
言
及
し
な
い
。『
山
海
経
』
注
が
見
た
『
穆
天
子
伝
』
は
、

『
爾
雅
』
注
が
見
た
そ
れ
よ
り
も
増
補
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
印
象
も
受
け
る
。

『
山
海
経
』
の
い
わ
ゆ
る
五
蔵
山
経
の
注
に
お
け
る
『
穆
天
子
伝
』
か
ら
の
引
用
は
現
行
本

『
穆
天
子
伝
』
の
巻
一
か
ら
巻
四
ま
で
に
対
応
し
て
お
り
巻
五
・
六
を
含
ま
な
い
。
こ
の
こ

と
自
体
は
『
穆
天
子
伝
』
巻
四
の
末
尾
で
「
天
子
」
が
南
鄭
へ
帰
還
し
て
い
る
た
め
当
然
と

言
え
る
が
、
五
蔵
山
経
注
に
お
け
る
引
用
の
順
序
が
現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
の
本
文
に
よ
く

対
応
す
る
の
は
却
っ
て
不
審
。
特
に
西
山
経
の
注
に
お
い
て
こ
の
対
応
は
顕
著
で
、
ま
た
西

山
経
注
に
お
け
る
『
穆
天
子
伝
』
か
ら
の
引
用
は
全
て
巻
二
か
ら
巻
四
ま
で
の
「
膜
拝
」
を

用
い
る
巻
に
収
ま
る
。
た
だ
し
『
山
海
経
』
注
が
引
く
『
穆
天
子
伝
』
に
「
膜
拝
」
に
係
る

箇
所
は
な
い
。

（

）
も
っ
と
も
偽
孔
伝
が
学
官
に
立
て
ら
れ
た
の
は
姚
方
興
が
舜
典
を
献
上
し
た
後
と
も
言
わ
れ
、

13

そ
も
そ
も
現
行
の
『
山
海
経
』
注
が
全
て
郭
璞
の
著
か
も
疑
問
の
余
地
は
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

郭
璞
が
献
上
前
の
偽
孔
伝
を
見
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
梅
頤
（
梅
賾
）
に
つ
い
て
の
資

料
は
『
世
説
新
語
』
方
正
や
劉
注
引
『
晋
諸
公
賛
』
・
『
永
嘉
流
人
名
』
な
ど
い
ず
れ
も
断
片

的
で
、
し
か
も
『
世
説
新
語
』
に
つ
い
て
は
劉
注
が
す
で
に
梅
陶
（
頤
の
弟
）
と
の
混
同
を

指
摘
し
て
い
る
等
、
問
題
が
多
い
。

『
山
海
経
』
注
が
引
く
書
名
に
は
偽
孔
伝
を
除
け
ば
不
審
な
も
の
（
東
晋
以
降
の
成
立
と
確

言
で
き
る
文
献
）
は
見
当
た
ら
ず
、
ま
た
『
山
海
経
』
注
が
古
地
名
に
比
定
す
る
「
今
」
の

郡
県
名
も
お
お
む
ね
後
漢
か
ら
晋
代
の
も
の
に
収
ま
る
。
た
だ
し
、『
啓
筮
』
か
ら
の
引
用
（
お

そ
ら
く
『
山
海
経
』
注
が
初
出
）
や
、
「
南
康
南
野
県
」
（
南
野
県
は
『
晋
書
』
地
理
志
で
は

廬
陵
郡
に
、『
宋
書
』
州
郡
志
で
は
南
康
に
属
す
）
な
ど
、
疑
問
の
余
地
が
あ
る
例
も
わ
ず
か

な
が
ら
認
め
ら
れ
る
。

（

）
西
山
経
注
の
「
汲
冢
書
所
謂
苕
華
之
玉
」
や
「
竹
書
曰
穆
王
西
征
至
于
青
鳥
所
解
也
」
等
も

、
、
、

、
、

14

『
紀
年
』
の
佚
文
で
、
現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
に
は
該
当
す
る
句
が
見
え
な
い
。
な
お
『
水

経
注
』
に
は
「
『
穆
天
子
』
・
『
竹
書
』
及
『
山
海
経
』
、
皆
埋
縕
歳
久
」
云
々
と
し
て
『
穆
天

子
』
と
『
竹
書
』
と
を
区
別
す
る
よ
う
な
記
述
と
、「
竹
書
『
穆
天
子
伝
』
曰
」
や
「
竹
書
『
穆

天
子
伝
』
称
」
と
す
る
引
用
と
が
混
在
し
て
い
る
。

（

）
こ
の
場
合
、
現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
に
附
さ
れ
た
荀
勗
の
序
が
『
穆
天
子
伝
』
を
汲
冢
書
と

15

し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
現
行
本
が
郭
璞
の
序
文
等
を
載
せ
ず
荀
序
の
み
を

存
し
て
い
る
こ
と
や
荀
序
が
『
穆
天
子
伝
』
の
巻
数
を
述
べ
な
い
こ
と
は
不
自
然
で
あ
り
、

ま
た
現
行
本
『
穆
天
子
伝
』
の
本
文
を
見
れ
ば
、
荀
序
が
言
う
よ
う
な
「
一
簡
四
十
字
」
の

残
欠
本
か
ら
こ
れ
を
復
元
す
る
の
は
困
難
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

な
お
『
穆
天
子
伝
』
の
郭
注
は
た
と
え
ば
「
周
礼
」
と
「
周
官
」
と
い
っ
た
表
記
の
揺
れ
が

目
立
ち
、
ま
た
「
或
曰
」
と
し
て
先
行
す
る
注
を
引
く
。
汲
冢
の
発
掘
か
ら
郭
注
の
成
立
ま

で
の
短
期
間
に
『
周
王
遊
行
』
と
『
周
穆
王
美
人
盛
姫
死
事
』
と
の
合
綴
が
行
わ
れ
「
先
行

す
る
注
」
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
む
し
ろ
郭
注
が
補
作
さ
れ
て
い
る

可
能
性
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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（

）『
説
文
解
字
』
は
『
逸
周
書
』
を
引
い
て
お
り
、
ま
た
た
と
え
ば
『
韓
詩
外
伝
』
が
引
く
『
周

16

書
』
は
今
の
『
逸
周
書
』
に
一
致
す
る
。『
紀
年
』
に
つ
い
て
杜
預
「
後
序
」
は
「
起
自
夏
殷

周
」
と
し
、
『
晋
書
』
束
晳
伝
も
「
記
夏
以
来
」
と
い
う
が
、
『
隋
書
』
律
暦
志
中
は
「
案
竹

書
『
紀
年
』
、
堯
元
年
丙
子
。
」
と
い
う
。
な
お
劉
宋
期
の
『
史
記
集
解
』
魏
世
家
は
す
で
に

「
荀
勗
曰
、
和
嶠
云
、『
紀
年
』
起
自
黄
帝
」
と
す
る
。

（

）
郭
注
は
「
穆
満
」
に
つ
い
て
は
「
言
諡
、
蓋
後
記
事
者
之
辞
」
と
フ
ォ
ロ
ー
す
る
が
、「
皇
后
」

17

に
つ
い
て
は
何
も
言
わ
な
い
。

（

）
唐
修
『
晋
書
』
束
晳
伝
は
汲
冢
書
の
う
ち
七
篇
を
「
簡
書
折
壊
、
不
識
名
題
」
と
し
て
お
り
、

18

『
穆
天
子
伝
』
等
の
「
名
題
」
を
「
簡
書
」
に
記
さ
れ
て
い
た
原
題
と
解
す
る
よ
う
だ
。

（

）
も
っ
と
も
「
昭
」
や
「
穆
」
は
美
諡
で
あ
り
、
穆
王
を
「
穆
穆
天
子
」
に
引
っ
か
け
る
の
は

19

本
来
の
用
法
と
も
言
え
る
。

（

）
た
だ
し
『
曹
瞞
伝
』
の
「
伝
」
は
意
図
的
な
貶
記
だ
ろ
う
。

20
（

）『
穆
天
子
別
伝
』
が
穆
王
を
「
西
遊
而
不
返
」
と
す
る
の
は
、
あ
る
い
は
昭
王
の
イ
メ
ー
ジ
に

21

よ
る
も
の
か
。

（

）『
仏
祖
統
紀
』
三
教
出
興
は
『
周
書
異
記
』
を
引
い
た
上
で
「
仏
生
在
老
子
前
三
百
四
十
五
年
。
」

22

と
注
す
る
。

（

）『
穆
天
子
伝
』
に
は
他
に
人
名
「
膜
昼
」、
地
名
「
西
膜
」、
穀
物
名
「
膜
稷
」
が
見
え
、「
膜
」

23

を
「
帰
命
」
の
意
で
は
な
く
西
方
の
国
名
・
族
名
ま
た
は
漠
然
と
西
方
を
示
す
冠
詞
と
し
て

用
い
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
は
仏
教
が
受
容
さ
れ
た
最
初
期
の
文
献
で
は
な
く
、
あ
る
程
度

定
着
し
た
時
期
の
成
書
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
吉
本
道
雅
「
中
国
先
秦
時
代
の
貊
」
（
「
京

都
大
学
文
学
部
紀
要
」
四
七
、
二
〇
〇
八
年
）
は
『
穆
天
子
伝
』
を
戦
国
期
の
成
書
（
趙
武

霊
王
の
西
北
遠
征
を
素
材
と
し
た
創
作
）
と
し
、「
西
膜
」
を
「
異
族
の
汎
称
と
し
て
の
「
膜
」

（
「
貊
」「
貉
」
）
を
前
提
と
す
る
称
謂
」
だ
と
す
る
。「
膜
」
が
「
貊
」「
貉
」
か
は
と
も
か
く

（
『
山
海
経
』
中
山
経
に
見
え
る
「
膜
」
は
獣
名
「
獏
」
「
貘
」
だ
ろ
う
）、
こ
れ
を
「
異
族
の

汎
称
」
と
す
る
指
摘
は
注
目
さ
れ
る
。
な
お
『
穆
天
子
伝
』
巻
二
「
西
膜
之
所
謂
鴻
臚
」
の

郭
注
は
「
西
膜
、
沙
膜
之
郷
、
似
言
外
域
人
名
物
与
中
華
不
同
。
」
と
い
う
が
、
巻
四
「
膜
稷

三
十
車
」
の
郭
注
は
「
膜
、
未
聞
。」
と
す
る
。

（

）「
藁
街
」
は
蛮
夷
邸
の
所
在
（
『
漢
書
』
陳
頭
伝
）
。
こ
の
策
書
は
、
外
族
か
ら
の
「
膜
拝
」
を

24

武
帝
受
命
の
根
拠
と
し
て
掲
げ
た
も
の
と
言
え
、
た
と
え
ば
張
纉
「
南
征
賦
」（
大
同
九
年
、

五
四
三
年
）
は
「
我
皇
帝
…
…
化
致
升
平
、
于
茲
四
紀
、
六
夷
膜
拝
、
八
蛮
同
軌
。
」（
『
梁
書
』

、
、

張
緬
伝
）
と
い
う
。
ま
た
陳
武
帝
へ
九
錫
を
与
え
た
策
書
（
太
平
二
年
、
五
五
七
年
）
に
も

「
北
泊
丈
夫
之
郷
、
南
踰
女
子
之
国
、
莫
不
屈
膝
膜
拝
、
求
吏
款
関
、
此
又
公
之
功
也
。」
と

、
、

「
膜
拝
」
の
語
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
（
『
陳
書
』
高
祖
本
紀
）。

（

）
た
と
え
ば
蕭
子
顕
「
御
講
金
字
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
序
」
に
「
又
波
斯
国
使
主
安
拘
越
、
荒

25

服
遠
夷
延
参
近
座
、
膜
拝
露
頂
欣
受
未
聞
。
」（
『
広
弘
明
集
』
十
九
）
と
、
梁
元
帝
「
謝
敕
送

、
、

斉
王
瑞
像
還
啓
」
に
「
臣
身
持
浄
戒
、
心
抃
法
流
、
接
足
道
周
、
膜
拝
路
左
、
得
未
曾
有
、

、
、

喜
躍
充
遍
。
」（
『
芸
文
類
聚
』
寺
碑
）
と
あ
る
。

（

）
『
穆
天
子
伝
』
に
お
い
て
「
天
子
」
へ
「
膜
拝
」
す
る
の
は
外
族
の
み
と
さ
れ
、
「
柏
夭
」
や

26

「
七
萃
之
士
」
等
は
「
再
拝
」
し
て
い
る
。「
西
王
母
」
が
「
再
拝
」
す
る
の
は
「
膜
拝
」
す

る
そ
の
他
の
外
族
と
の
差
別
化
を
図
っ
た
も
の
か
と
も
見
え
る
が
、
穆
王
の
「
見
帝
台
・
西

王
母
」
を
述
べ
た
部
分
が
そ
の
他
の
部
分
よ
り
古
い
と
い
う
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

（

）
洪
頤
煊
は
巻
三
「
諸
侯
王
勒
」
の
「
勒
」
を
『
太
平
御
覧
』
に
よ
り
「
勤
」
に
改
め
、
劉
師

27

培
『
穆
天
子
伝
補
釈
』
は
巻
二
の
「
諸
侯
王
吏
」
を
根
拠
に
巻
三
の
「
諸
侯
王
勒
」
を
「
案
、

マ

マ

勤
乃
吏
之
誤
。」
と
す
る
（
『
劉
申
叔
遺
書
』
本
）。

（

）
ま
た
た
と
え
ば
『
南
史
』
梁
本
紀
に
「
侯
景
矯
詔
、『
儀
同
三
司
、
位
比
正
公
、
自
今
悉
不
加

、
、

28

将
軍
、
以
為
定
準
。
』」
と
あ
る
。
郭
注
は
「
正
公
、
謂
三
上
公
。
天
子
所
取
正
者
。
」
と
い
う

が
、『
通
典
』
に
よ
れ
ば
「
三
上
公
」
の
制
は
晋
初
に
始
ま
る
（
単
な
る
「
上
公
」
で
あ
れ
ば

『
左
伝
』
や
『
礼
記
』
等
に
も
見
え
る
）
。
な
お
、
義
盉
蓋
に
「
王
在
魯
、
合
即
邦
君
・
諸
侯
・

正
・
有
司
大
射
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
正
」
は
諸
侯
の
下
に
置
か
れ
て
お
り
、
有
司
の
長
と

、一
般
に
解
さ
れ
る
。
『
穆
天
子
伝
』
に
は
人
名
「
正
公
郊
父
」
も
見
え
、
矢
島
明
希
子
は
『
穆
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天
子
伝
』
で
「
正
公
」
が
諸
侯
よ
り
上
に
置
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、「
正
公
」
の
「
正
」
が

封
地
な
い
し
采
邑
の
名
だ
っ
た
可
能
性
を
述
べ
る
（
「
『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕
」
）。

（

）「
古
七
・
甲
同
形
、
戦
国
時
代
分
別
尚
不
厳
格
（
也
可
能
魏
地
仍
七
・
甲
無
別
）
、『
七
萃
之
士
』

29

実
当
為
『
甲
萃
之
士
』
、
即
全
副
武
装
之
衛
士
也
。
」
（
陳
煒
湛
「
『
穆
天
子
伝
』
疑
難
字
句
研

究
」
、「
中
山
大
学
学
報
（
社
会
科
学
版
）」
一
九
九
六-

三
）

井
上

了
（
い
の
う
え
・
り
ょ
う
）

一
九
七
三
年
生
ま
れ
。
大
阪
大
学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
・
医
学
部
主
任
。
専
門
は
周

漢
政
治
思
想
史
。
共
著
書
『
科
学
と
産
業
の
発
展
を
支
え
た
分
析
機
器
・
科
学
機
器
遺
産
』

（
分
析
機
器
・
科
学
機
器
遺
産
編
集
委
員
会
編
、
日
本
分
析
機
器
工
業
会
・
日
本
科
学
機

器
協
会
、
二
〇
一
七
年
）
、
『
白
川
静
を
読
む
と
き
の
辞
典
』
（
立
命
館
大
学
白
川
静
記
念

東
洋
文
字
文
化
研
究
所
編
、
平
凡
社
、
二
〇
一
三
年
）
、
『
概
説
中
国
思
想
史
』
（
湯
浅
邦

弘
編
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
等
。


